
 

令和 ６ 年 ９ 月３０日 

四国運輸局交通政策部 

 

 

令和６年度「モーダルシフト等推進事業」(補助事業)の三次募集開始 

 

1. 対象となる事業 

・ 物流総合効率化法に基づく総合効率化計画策定のための調査事業 

【総合効率化計画策定事業】 

※三次募集では運行経費補助の募集は行いません。 

 

2. 事業概要 

(1) 補助対象事業者 

荷主及び物流事業者等物流に係る関係者によって構成される協議会 

(2) 補助対象経費（補助率） 

定額・上限 200 万円 ＋ 最大 1/2・上限 300 万円※ ＝ 上限総額 500 万円 

 ※下線部が、省人化・自動化に資する機器の導入等を計画した場合の補助上限と補助率 

(3) 予算額 164 百万円 

 

3. 応募方法 

本事業ホームページ（下記 URL）に掲載の交付要綱、実施要領及び応募要項等を熟読の上、申請様式

等を事業計画の主とする地域を管轄する地方運輸局等へ提出下さい。 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/ms_subsidy.html 

 

4. スケジュール 

応募期間：令和 6 年 9月 30 日（月）～10 月 23 日（水）17 時まで（必着） 

補助対象事業者の認定（交付決定）：11月初旬頃を予定 

 

5. 補助対象期間 

令和 6 年 11 月 1日～令和 7 年 2月末日 

 

温室効果ガスの排出削減、流通業務の省力化による持続可能な物流体系の構築を図るため、 

本日より「モーダルシフト等推進事業」（補助事業）の三次募集を開始します。 

【問い合わせ先】 

四国運輸局 交通政策部 環境・物流課  担当：目戸（めど）、橫田 

電話：087-802-6726 

同旨発表：国土交通省、各地方運輸局、 

      神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局 



※下記の取組を優先的に採択するが、これ以外の取組も採択対象とする。

令和６年度 モーダルシフト等推進事業において優先的に採択する案件の例

C)旅客鉄道やバス等の空きスペースを活用した貨客混載
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業界各社の物流
子会社を統合し、
共同輸配送等を
通じて、安定的・
効率的な物流体
制を構築

荷主・倉庫・運送事業者・卸・小売などのサプライ
チェーンを構成する関係事業者の間で、共通の貨物情
報システムなどを導入し、投資効果を創出

新システム等

F) 物流企業内や企業間の事業再編、企業間の協調的投資を
伴う輸送の効率化

荷姿や物流・商流デー
タ基盤等の標準化、
リードタイムの延長や
荷量の平準化など、荷
主等と連携した工夫に
よる輸送の効率化

A) 荷主や輸送事業者等の連携・工夫による輸送の効率化

物量・配送回数の平準化で配送回数・必要車両台数を効率化

外装・ロット・伝票等がバラバラ 仕様を統一（標準化）
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D) 鮮度保持コンテナの活用等による農産品輸送の効率化
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E)中継輸送や流通業務への省人化・自動化機器を用いた輸送の効率化
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複数事業者がそれぞれ過疎地域向けの運んでいた貨物につい
て集約拠点に集約し共同配送しラストワンマイル配送の確保

B) 複数企業による混載または帰り荷を確保したモーダルシフトや、
過疎地域や館内物流における共同配送


